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中国地方財政の発展段階 より見た

「分権化」過程の評価

は じ め に

孫 一 萱

↓
近 年,中 国で 「分 税 制 」 が 実 施 され た こ とに伴 って,中 央 ・地 方 政 府 間 の 財

政 関係 を め ぐっ て多 くの議 論 が 交 わ され た。 そ の議 論 の 中で は,こ れ まで の 中

国 の財 政 管 理 体 制 を 中央 集 権 の 時期 と地 方 分 権 の時 期 とに分 けて 論 じられ る こ

とが多 い。 と くに改 革 ・開 放以 後 の 地方 財 政 管 理 体 制 につ い て,従 来 の 「統 収

統 支」 とい う高 度 に 中央 集 権 的 な財 政 管 理 体 制 を是 正 し,「 財 政 請 負 制 」 に よ

る.地方 へ の 「分権 化 」 が 進 ん だ と..般 的 に は論 じられ る。 また,こ う した 「分

権 化 」 の結 果,地 方 政 府 の財 政 収 入 の増 加 が 進 む 一 方 で,中 央 政 府 の財 政収 入

の伸 び は低迷 し,中 央 政府 の財 政 赤 字 が 進 行 した 。 地 方 財 政 へ の財 政収 入 の偏

在 が 問 題 に され,中 央 政府 の財 政 力 強 化 策 と して,中 央 集 権 的 な 「分税 制」 シ

ス テ ムが 導 入 さ れ た といわ れ て い る。

しか し,「 財 政 請 負 制 」 に よ る 「分 権 化 」 は,地 方 へ の財 政 収 入 配 分 権 限 の

委 譲 とい う意 味 で 評 価 で きる ものの,そ の 実 態 を 現代 地 方 財 政理 論 に お け る 地

方分 権 の 判 断 基準1,に 照 ら して み る と,極 め て 非 規 範 的 な も ので あ った 。 む し.

ろ,.「.財政 請負 制 」 に よ る 「分 権 化」 と は,「 緩 い」(5且ack)中 央 集 権zレ的 な財

1}① 地方政府支出の対GNP比(あ るいは一般蚊屋r支出に占める割合L② 中央と地方両政府

間の責任事務の配分関係と地方裁量権の範囲,③ 地方歳人に占める自主税源の比率,④ 補助金

依存度と特定補助金の比率(中 央政府によるコントロールの強さ},⑤ 地方債起債の自由度など.

佐藤進 ・林健久編 「地方財政読本第4版 』東洋経済新報社,1995年,36ペ ージ。

2)「 制度内における役割 ・権限り体系が未確定であり,指令 ・報告の規則が不徹底ないし不整備

である集権制をいう」、II1兼和津次 「lll国一社会1義 経済制度の構造 と展開」〔岩田昌征編 『経ノ 壱
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政 シ ス.テムの 下 で,非 規 範 的 に …部 の財 政 管 理 権 限(特 に支 出裁 量 権)を 地 方.

政 府 に分 散 す る こ と に よ って,地 方 政 府 へ の財 政 コ ン トロ ー.ルを緩 め た こ とを

意 味 す る に過 ぎ ない 。 この 結 果,財 源,税 源 を め ぐ って,中 央 と地 方 の政 府 間

競 争 が 激 化 して,そ れ ぞ れ 「経 済 発 展 あ って の 財 政 」 とい う 大 き な立 場 を見

失 った 。 中 央政 府が 地方 か ら の財 政 収 入 を確 保 し よ う とす れ ば す るほ ど,地 方

は,財 源 隠 しや 「諸 侯 経 済 」 とい わ れ る 地域 的 利 益 を優 先 した 「地 方 保 護 」,

重 複 投 資 な どを 繰 り返 した 。 この こ とが,地 域 経 済 の活 性 化 を もた ら した とい

う側 面 もあ る もの の,結 果 的 に 中 国経 済 に とっ て必 要 な 中央 財 政 力 の向 上 や 国

内市 場 の統..一的発 展 を 阻 害 した 。 つ ま り,「 財 政 請 負 制 」 の結 果,市 場 経 済 を

促 進す る た め に は 中立 的 で あ るの が 望 ま しい とい う財 政 制度 の 本 来 の意 味 を失

い,中 央 ・地 方 政 府 が ル ー ル な くそ れ ぞ れ 個 別 に財 政 収 入 を確 保 しよ う.と行 動

す る こ と に よ って,公 正 な経 済 シ ス テ ムの 形 成 を阻 害 した と と もに,経 済 に も

悪 影 響 を及 ぼ した 。

一 方
,「 分 税 制 」 は,多 くの 問題 点 を抱 えつ つ も,従 来 の 中央 集 権 的財 政 管

理 体 制 に比 べ,正 統 化 され た 規 範 的 近代 的 な集 権 シス テ ムで あ り,本 来 の 意 味

で の 地方 分 権 へ の基 盤 作 り とい う意 味 で 画期 的 な改 革で あ り,今 後 の規 範 的 な

地 方 分権 へ の道 を切 り開い た とい え よ う。 本稿 で は,1978年 の改 革 ・開放 以 来,

中 国 で 「財 政 請負 制」 に よ る地 方 「分 権 化 」 が 行 わ れ た 背県,過 程 を考 察 した

上 で.,「分 税 制」 の 実 施 に至 るま で の 中国 地 方 財 政 に お け る 「分 権 化 」 の評 価

を行 い,中 国 の 地 方財 政 改 革 の 問題 点 と改 革 の方 向性 を探 りた い 。

11978年 ～1994年 ま での 地 方 財 政 管 理 体 制 改 革 の 流 れ

建 国以 来 中 国 の 中央 政 府 と地 方政 府 の 財 政 関係 は,.主 に 各.級政府 と国有 企 業

の 問 の 縦 割 り従 属 関係 に.基づ く財 政 管 理 シ ス テ ム に よ って 規 定 さ れ て きた 。 中

央 政 府 は 全 国 的 に 活動 す る大 規 模 国有 企 業 か ら の税 収 と利 潤.ヒ納 金 に よ って財

源 を確 保 し,地 方 政 府 は 地 域経 済 に密 着 した 中小 規 模 企 業 か ら の税 収 と利 潤 上

＼済体制論』第W巻1:窺 代社会主義),東 洋経済新報社,1979年)300ペ ージ,
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納金によって財源を確保する。同時に,1994年 まで徴税機構は地方政府に一元

化されていた。地方政府は,中 央政府の歳入の代理徴収を行い,そ れを全額中

央政府に納めるとともに,地 方政府が集めた地方財政収.入も,「基数法」呂〕に基

づき中.央と地方の問で分割する。従って,中 国の政府間財政関係を考察するに

当たって,国 有企業の動向を検討することは極めて重要である。

改革 ・開放までは,中 国では地方財政管理体制として,主 に 「定収定支,収

支掛鉤,総 額分成,一 年一定」(中 央政府が収人任務 と支出基数を決めて,収

入と支出を結びつけ,総 額を中央 と地方の問で配分する,そ の配分率の決定は

毎年行う)と いう極めて集権的な方法を採用 してきた。1978年 以後,中 央政府

が地方政府の収入任務と支出項目を決定する(「統収統支」)と いう従来の中央

集権的な財政管理体制から,「画分収支,分 級包乾」(収入と支出を.各行政レベ

ルに区分 し,そ れをそれぞれに請け負わせる)へ と,財.政 管理体制改革が行わ

れた。さらに1983年,]984年 の二度に渡って,国 有企業の 「利改税」改革が行

われ,従 来の利潤 ヒ納の収益分配方式を法人税方式へ改め,そ の後の政府間視

程区分を行うための前提条件になった。1985年 には財政収入が税種別に中央固

定収入,地 方固定収入,共 通収入に分けられ,全 国規模で 「画分税種,核 定収

支,分 級包乾」が実施された。1985年 の財政管理体制改革により,長 期に渡っ

て維持されてきた.各級政府と国有'企業 との 「従属関係」を基本に行われていた

利潤配分が,部 分的に 「税種区分」による税収配分に改められた。財政管理体

制改革 と同時に,国 有企業改革,価 格改革などの都市部における経済改革も本

格的に展開され,経 済発展に伴 う商品流通の拡大は,物 品税,付 加価値税など

の流通税の増加をもたらした。さらに,.対外開放政策の実施により,外 国企業

所得税などの外資関係の税源からの収入も確実に増えたので,1985年 以後,地

方財政収入は大幅に伸び続けた。

3>予 算年度 〔1月1日 か ら12月31日 まで)の 初 めに,中 央政府が前年度の収支状況を考慮 し,地

方政府 と相談 した上で,各 地方政府 の支 出基数 と収入基数 を決め,収 入任務 と支出項 目を指定す

る、年度末 に支出基数/収 入基数を配分(留 保〕比率 にして,地 方 の任務内収入 を地方 と中央の

問で配分す る。年毎に配分比率を決める。
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第1図 価格補助金 ・国有企業欠損補助 金の推 移

(43)43

198519861987198819891990199ユ199219931994

年 度

資 料 出所:『 中国 財 政 年 鑑 』1997年 版,中 国 財 政雑 誌 社.444ペ ー ジ お よ び460ペ ー ジ よ り作

成 。

.しか し,① 国有企業に対 して 「放権譲利」(経営自主権 企業内部留保の拡

大)及 び国有企業経営悪化による上納利潤の減少,国 有企業欠損補助の増大

(第1図 参照)② 「税前還貸」(税 引き前利潤からの貸付返済)な どの制度の実

施 ③ 郷鎮企業,外 資企業などへの税制面での優遇政策の実行,④ 価格改革

による価格補助金支出の増大(第1図 参照)な どの諸改革 の進展につれて,

GNPに 占める国家財政収入の比重が低下 した(第2図 参照)。 つま り,経 済

成長政策 と財政収入の確保の問に一種のジレンマが生じた。また,「利改税」

により国有企業利潤上納制が納税制に改められた後,1985年 の 「画分税種」に

より,当 時税収の大きい物品税,付 加価値税,営 業税の大部分が中央収.入にな

り,地 方政府の主な収入源は地方所属国有企業,郷 鎮企業などか ら徴収する所

得税,付 加税などとなった。このような税源配分は,地 方政府の管轄する企業

に対する干渉,「 地方所有制」への執着に拍車をかけた。この問題はユ988年以

後の 「財政請負制」の実施により.一層激 しくなった。
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第2図GNPと 国 家 財 政
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資 料 出 所:「 中 国 財 政 年 鑑」1997年 版,中 国財 政 雑 誌 社,444ペ ー ジお よ び466ペ ー ジ。1中

国統 計 摘 要11998年 版,中 国 統計 出 版社,12ベー ジ よ り作 成 。

1987年,中 央政府は期待 した通 りの中央財政収入を上げることができず,富

裕な地方政府に借金を した り,地 方政府の支出基数を圧縮,強 権的に地方の支

出を抑制す るなどの措置を採った。さらに,中 央政府は地方政府にインセン.

ティブを与えることで財政収入を確保するために,1988年8月 から,全 国で

「財政請負制」の実施に踏み切 った。「財政請負制」は中央と地方の間で六種

類 〔収入逓増請負 ・総額配分 ・総額配分+増 分配分 ・.ヒ納額逓増請負 ・定額請

負 ・定額補助)の 配分方法で展開された。この六種類の方法g中 で,「 総額配

分」以外の方法は元の総額配分を基礎に 「辺際増長分成」が行われた。つまり

上納額を超えた部分の収入について,地 方政府によ り多 く配分 され るように

なった。特に 「定額請負」を実施された地域においては,中 央 との請負契約分

を上納 しさえずれば,残 りの部分を地方に帰することができる。そこで,.地 方
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政 府 が 留 保 額 を増 や す た め に,地 方 財政 収 入 の 中心 的 課 税 対 象 とな る地 方 所 属

企 業 に対 し,手 厚 い 保 護 を 行 い,「 地 方 保護 主 義 」,「諸 侯 経 済」 と言 わ れ る現

象が各地で頻発 した。地方政府による地方企業保護は域内からの移出入の両面.

で行われた。.一つは地元資源(原 材料)の 域外への移出の制限である。「羊毛

.大戦」,「糧食大戦」と呼ばれる原材料の争奪戦が繰 り広げられた。もう一つは

域外の製品の移入に対する制限である。例えば,貴 州省では自転車,テ レビ,

冷蔵駄 ど1・・品駒 省外からの 「輸入」を禁止し,四III省 では・9の指定製品

を 省 内 企 業 か ら購 入す る こ とを義 務 づ け る な どの状 況 が 出現 した 。 この結 果,

原 材 料,商 品 の 流 通 が しば しば遮 断 され,資 源 配 分 の 非 効 率 を もた ら し,国 内

統 一市 場 の 形 成 を 阻 害 した 。

一方
,中 央 へ の上 納 率 が高 い毛「上 海 市,北 京 市,天 津 市,遼 寧 省,江 蘇 省 な

どの地 域 で は,地 方 政 府 が レ ソ トシー キ ン グを 行 い,多 くの財 力 を 自分 の手 元

に留 め るた め に,政 策,規 定 の隙 を狙 って 脱 法 行 為 も行 わ れ た 。例 え ば,減 税,

免 税 な どの 手 段 を 通 じて税 収 を で き るだ け企 業 内 部 に 隠 し(「 蔵 富 於 企 業 」),

そ の後 予 算 外 資 金':,制 度 外 資 金(非 規 範 的 資 金)け}な ど と して徴 収 した 。 第3

図 に よ り,国 有 企 業 所 得 税 と国有.企業 お よび主 管 部 門の 予 算 外 資 金 の 推 移 を み

1て み る と
,企 業所 得 税 の伸 びが 低 い の に対 し,予 算 外 資 金 は大 き く増 えて い た

こ とが わ か る。他 方,請 負 制 の 中で 「定 額 補 助 」 な ど と決 め られ た貧 困地 域

あ るい は請 負 額 が 達 成 で きな い地 域 に対 して,中 央 と地 方,政 府 と国有 企業 の

問で 多か れ 少 なか れ 「温情.i=.」 が存 在 した た め,こ れ ら の地域 は 中 央 か らの

財 政 補 助 金 へ の依 存 度 が 高 く,税 収 増 加 へ の努 力 を 怠 った 。 また,「 財 政 請 負

4)各 地域の中央政府への.L納率は,「基数法」に基づき決定されているので,結 果的に一・人あた

り平均所得の高い省,直 鯖市は上納率も高い。

5>予 算外資金の中に,次 のような項目が含まれている。財政部門収入(工 商付加税.農 牧業付加

税など各種付加税及び.公共事業付加税),事 業 ・行政部門収入 〔行政機関,事 業体が徴収する道

路維擁.雄 不動産収入.水 利事業費など)個 有企業及び†管部門収入 国 有蝶 及び捲

部門の更新改造資金,各 種留保利潤,企 業利潤など),

6)予 算内.予 算外眠人以外に,地 方政府割 当金,借 款.税 外税 割.な ど非規鮪 な手段で集

めた収入の・と.難 「融 共収支的糊 範一鋼 鱒"非 規範収木暗 干個案的確 与財 」

『経済研.究J1995年6月 号.、
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第3図 国有企業所得税 と予算外 資金の推移
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資料出所:『中国財政年鑑]1997年 版,中 国財政雑誌社,445ペ ージおよび466ページより作

成。

制 」 が 実施 さ れ た結 果,第4図 にみ る よ う に,地 方財 政 収 入が 急 速 な増 加 傾 向

を 示 して い るの に対 し,中 央 財 政 収 入 は伸 び悩 み を みせ て い た。1989年 の 中央

政 府 の.財政赤 字 が158.9億 元 に上 り(中 国 の統 計 資 料 で 財 政 赤 字 を記 載 す る時,

通 常,債 務 収 入 赤 字 を 含 め て い な い 。 この場 合,債 務 赤 字 を入 れ る と,566.9

億 元 に な る),そ れ を 埋 め るた め に,中 央 政 府 が 再 び地 方 の財 政 資 金 を 流 用 す

る措 置 を 取 り,地 方 政 府 の1989年 度 財 政 資 金 の5賂 を集 め,中 央 に上 納 す る

.「貢 献 金 」 とい う名 目で 取 り上 げ た。 そ の他,中 央 政 府 の 支 出項 目を地 方 政 府

に振 り替 え るな どの手 段 も講 じた 。

1992年,天 津 市,遼 寧 省,新 彊 自治 区 な ど九 つ の代 表 的 な地 域 で 「分 税 制 」

の 試 行 の うえ,1994年 か ら,全 国 で 「分 税 制 」 改 革 が 行 わ れ た。 「分 税 制 」 改

革 の主 な 内容 は,① 付 加 価 値 税 な どの 流 通 税 の整 備,企 業 所 得 税 の 統 一 な ど

を 中心 とす る税 制 改 革,② 中 央 ・地 方 両 政府 の収 入 と支 出 を明 確 にす る こ と,

③ 中央 政 府 の 徴 税 機 関 を作 る こ とな どで あ る 。 「分税 制」 改 革 は"存 量 不 変,
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増 量調 整"の 原 則 の 下で 行 わ れ,地 方 の既 得 利 益 を 維持 す る た め に,「 税 収 返

還 」 方 式 を採 用 した 。即 ち,「 分 税 制」 の 新 しい 税 収 配 分 の 中 で,中 央 と地 方

の 問で 互 い に振 り替 え る部 分 が 生 じるが,地 方 か ら 中央 に振 り替 え る分 の方 が

大 きい7〕。.1994年 に は そ の差 額 を全 額 地 方 に 返還 し,1994年 以 降 は 中央 か ら地

方 に 対 す る税 収 返 還 額 は,前 年 度 税 収 返 還 額X{1+(中 央 政 府 の 付 加 価 値 税

と消 費 税 の 合計 額 の増 加 率 〉×0.3}で 計 算 さ れ る。 当時,こ の決 定 を察 知 した

地 方 政府 は,1993年 の最 後 の二 ヶ 月で 税 収 返 還 基 数 を 引 き上 げ る た め に,税 金

.集 め に奔 走 し,11月,孕2月 の収 入 は と もに.前の 十 ヶ 月の 平 均 税 収 の倍 以 上 で

あ っが 。 こ う した 増 収 は,収 入 の水 増 し工 作,予 算 外 資 金 を予 算 内 に振 り替

え るな どの 「トリ ック」 な どに よ る もの も少 な くない の だ が,と もあ れ1993

年 の地 方 財 政 収 入 は 前 年 度 に 比 べ 大 幅 な伸 び を記 録 した 。

「分 税 制 」 が実 施 され た 当初,「 旧 式 の 中央 と地 方 の 関 係 の基 盤 に対 す る衝

撃 とい う意 味 で は,実 に革 命 的 な 意 義 を持 って い る」9炉とい う高 い評 価 を受 け

た 。 また,「 分 税 制 の 導 入 は,中 央 の権 威 を 改 め て 作 り上 げ る と 同時 に,合 法

的 な 地 方分 権 が 登 場 す る」101とも期 待 さ れ た が,「 漸 進 」 的 な 方法 を採 らざ る を

得 なか った た め,現 実 に は後 で 述 べ る よ うに多 くの 問 題 が あ った 。

H.地 方分権の観点から見た 「財政請負制」 と 「分税制1

1985年以後,一 定の中央財政収入の確保を図るために.地 方への徴税管理権

限の委譲による 「財政請負制」を実施 した。「財政請負制」の実施により,中

央政府はある程度の収入を確保することができ,一 方,地 方政府は中央 との請

負契約分を上納しさえずれば,残 りの部分を地方に帰することができることか

の 「分税制」の実施によ り,地 方収 入で あった消費税,ア5%の 付加価値税.外 資銀行 及び地方非

銀行金融企業の所得税,50%の 証券取 引税 などが 中央収.入に区分 され,一.・方.中 央収入であ った

都市土地使用税(50%},耕 地 占有税(30%),国 有土地有償譲渡税 などが地方収.入に区分された。

8)黄 肖広 「財政体 制改革与地方保護 主義」 「経済研究J1996年 第2号 。

9)林 尚立 「中国の分税制 条件 下の中央 と地方 関係 」「行 政管理研 究』 第68号.上994年12月,43

ペー ジG

10)同 上,43ペ ージ。
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第4図 中 央 ・地 方 財 政 収 入 の推 移
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資 料 出 所=r中 国財 政 年鑑 」1997年 版,中 国 財 政 雑 誌 社,461ペ ー ジ よ り作 成 。

ら,地 方 政 府 の 増 収 イ ンセ ンテ ィブ を 引 き 出す の に確 か に効 果 が あ った 。 第4

図 か ら地 方 財 政 収 入 が]985年 以後 大 幅 に伸 び て い る こ とか ら も,請 負 制 の 効 果

を伺 う こ とがで き る。 「財 政 請 負 制 」 は 建 て 前 と して 地 方 政 府 が 収 入 と支 出 の

両 方 を請 負 う形 にな って い た が,実 際 に は,主 に収 入面 の請 負 を規 定 した もの

で あ り,17世 紀 初 頭 に イギ リス,フ ラ ンス な ど の 国 で 実 施 さ れ た 「徴 税 請 負

制 」 に近 い 制 度 と言 え る。 「徴 税 請 負 制 」 は,多 くの 先 進 資 本 主 義 諸 国 にお い

て も,封 建 社 会 か ら資 本 主 義 社 会 へ の 過 渡 期 に,よ く見 られ た現 象 の 一 つ で

あ った し,収 入 を確 保 す る には 有 効 な 手段 の 一 つ とい え る。

しゅ し,す で に述 べ た よ うに,「 財 政 請 負 制 」 の 実 施 に 当 た って,そ れ まで

の 中央 と地 方,政 府 と企 業 の 縦 割 り従 属 関 係 は そ の ま ま 継 承 さ れ た の で あ る。

また,中 国 の 「財 政 請 負 制 」 は,封 建 社 会 か ら資 本 主 義社 会 へ の 過 渡期 に イ ギ

リス,フ ラ ン.スな ど多 くの市 場 経 済 国 で 実 施 さ れ た 「徴 税 請 負 制 」 が個 別 的 な

商 人 らに 請 け 負 わせ た の とは違 い,請 負 主体 は 地 方政 府 で あ り,ま た 請負 対 象
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.は地方財政収入の総額であって税種別の請負ではなかった。その実施過程の中

で,以 下のような問題を引き起こした。第一に 「財政請負制」の実施により,

地方政府と管轄する国有企業との関係は一層緊密なものになり,地 方政府は地

元企業への保護,干 渉を強め,企 業改革を妨げた。つまり,「統収統支」時代,

地方政府の収入と.支出は中央政府によって固定されていたため,地 方政府は地

元.企業の収入に対してそれほど関心を持たなかった。第二に,請 負対象は地方

財政収入総額である上,請 負期間,請 負比率なども中央政府によって決められ

た不安定なものなので,地 方政府は長期的な視野に立って地元の公共利益に適

した資源配分を行 うのではなく,で きるだけ短時間で高収益が得られるような

投資を行 った。その結果,各 地で重複投資が蔓延し,効 率的な全国統一市場の

形成,産 業政策の実施を阻害 した。また,重 複投資のため,原 材料,消 費.市場

の争奪が起こり,「地方保護主義」,「諸侯経済」の傾向が 一層強 くなった。第

三の問題は徴税システムおよび会計監査の問題である。イギリスでは,特 に

「徴税請負制」の後期において,請 負人の会計に対する監査が徹底化 したが,.

中国の場合,地 方において中央徴税機構がなく,す べての税金の徴収は地方徴

税局に任せた一方,中 央 と地方の問では,監 査機構す ら存在 しなか った。その

上,中 央と地方,政 府 と国有企業の間で多かれ少なかれ 「温情 仁義」が存在す

るため,財 政収支に対する徹底 した会計管理が行われなかった。最後に第四の

問題として,イ ギリスでは,貿 易商人,地 域住民に対 し,請 負人が酷税を強要

することが発生 したように,中 国でも,地 方政府による 「灘派」(割 り当て)

と呼ばれる強制的課徴金,税 外税の徴収が盛んに行われた。「灘派」の対象は

主に農民,外 資企業であった。イギリ.スでは,粗 暴な徴税行為に対 し,地 元の

民衆の支持を必要 とす る地方役人が,「 地域住民の安寧」を守るために,請 負.

人と対抗したが,中 国の場合,地 方政府自身が請負人でもあるため,苛 酷な徴

税行為が一層厳しいものであった。

「財政請負制」の実施により,あ る程度の中央財政収入を確保される一方で,.

中央財政収入は固定化され,財 政収入増加分の多くが地方政府の手に渡った。
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故 に,「 財 政 請 負 制 」 は,地 方 政府 に 多 くの 収 支 管 理 権 限 を 与 え,地 方 財 政 収

入 の増 大 を もた ら し,一 見 した と ころ分 権 的 で あ るか に見 え る。 しか し,地 方

政 府 の 立 場 に立 って み る と,財 政 収 入 が 増 えた もの の,地 方 政 府 は独 立財 源,

「財 政 責任 」n)を持 た ず,請.負 方式,期 間,上 納 額 な どは 中 央 政 府 に よ って 決

め られ,随 時 に変 え られ る可 能性 の あ る不 安 定 な もの な の で 。 地域 経 済 の長 期

的 な発 展 は望.むべ く もな か った。 また 中央 政 府 は随 意 に 地 方政 府 か ら借 金 した

り(ほ とん ど返 す こ とは な く),「 貢献 金 」 を求 め た りす る こ と もで き る し,中

央 財 政 収 入 を増 や す た め に,収 益 の高 い 地 方 所 属企 業 を 中央 所 属 企 業 に変 え る

こ と もで き る。 つ ま り,地 方 政 府 に一 部 の財 政 収.入の 配分 権 限 を委 譲 したが,

そ の権 限 の行 使 を 保 障 す る制 度 化 され た シ ス テ ムが で きて い な か った 。 「財 政

請 負 制 」 も.今ま で の財 政 管 理 体 制 と同様,中 央 政 府,地 方 政府 それ ぞれ の持 つ

べ き権 限 を 無 視 して ,財 政 収 入 を 中央 と地 方 との 問で いか に分 け合 うか とい う

問 題 だ け に と らわ れ る こ とに な っ た。 そ れ 故,「 財.政請 負 制」 の も とで は依 然

と して 合 理 的,規 範 的 な収 支 配 分 基 準 が 定 め られ て お らず,毎 年,請 負 基 準,

上 納 基 数 な どの収 入 配分 決 定 につ い て,中 央 政府 と地方 政 府 の 問で 争 い,駆 け

引 きが 絶 え ず,お 互 い に責 任,負 担 を転 嫁 しよ う と した。 した が って 「財 政 請

負 制 」 は 中 央 政 府 の一 種 の 地 方 分 散 主 義(dec⑪ncent■ation)とLt言 え る もの

の,合 理 的 収支 配分,事 務 配 分 に基 づ く近代 的 な地 方分 権(decentralization)

で はな く,究 極 の と ころ,中 央 政 府 は 間接 的 に徴 税 権 を行 使 した,分 権 の 形 を

取 った 集権 シ ステ ムで あ った 。 地 方 政府 は あ くまで も中央 政 府 の出 先 機 関 と し

て の 中 央 の徴 税 計 画 の執 行 者 で あ るに過 ぎな い。

イギ リス な どの 国 に お いて は,80年 間 近 く 「徴 税 請 負 制 」 が 行 わ れ た 結 果,

い ろ い ろ な弊 害 を生 じた けれ ど も,そ の改 革 の なか か ら一 応 集 権 的,効 率 的 な

徴 税機 構 の基 礎 を作 り上 げて い った 。 中 央統 轄 機 構 の整 備 と,中 央 と地 方 の 指

11)「 歳 出 決 定 に 責 任 を 持 つ 機 関 は,ま た,課 税 決 定 に も責 任 を 持 つ べ きで あ る 」,NoelPeers

Hcpworth.Thepin",of.LocalGovernment,5thed.1980(1sted.1970),London,GeorgeAllen

&Unwin,p.285.(池 』.「享監 訳 『現 代 イ ギ リ.スの 地 方 財 政.1同 文館,1983年,331ペ ー ジ〕。
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揮 系 統 の 徹 底 化 が 進 め られ た 。 そ の成 果 は名 誉 革 命 以 後 議 会 主 権 の も と に も継

承 され,近 代 的 な 則.政,租 税 シ ス テ ム の確 立 に大 い に役 立 った と言 え よ う。 故

に,「 徴 税 請 負 制 」 は 「近 代 的財 政確 立 の た め の否 定 され はす るが 必 要 かつ 必

然 の 捨 て 石 」 で あ り,ま た 「請 負 制 の放 棄 こ そ,財 政 の ド部 構 造 の 近 代 化 の 完

了,徴 税 業務 の 近 代 化 を 意味 す る もの で あ っ た 。」]21一方,「 分 級 包 幹」 を含 め

る と1980年 か ら⊥994年 まで14年 間 行 わ れ た 中 国 の 「財.政請 負 制 」 は,地 方 政 府

の財 政 管 理 権 限,特 に支 出裁 量 権 の 拡 大 を もた ら した 意 味 で,「 地 方 分 権 」.に.

向 けた 一 つ の 動 き と して評 価 す る こ と もで きる で あ ろ う。 しか し,丁 財 政 請 負

制 」 の も とで は,近 代 的,集 権 的,効 率 的 な徴 税 機構,監 査 機 構 を作 り上 げ る

こ とはで きなか った 。 そ して 効 率 的 な 徴 税機 構,中 央 統 轄 機 関 の整 備,中 央 と

地方 の指 揮 系 統 の徹 底 化 が 行 わ れ な い ま ま,近 代 的 な財 政 管理 シ ス テ ム 「分 税

制 」 へ の移 行 を図 った 。

「分 税 制」 改 革 が 行 わ れ た1994年 は 「租 税 元 年 」1額と もい わ れ て い る よ うに,

中 国 の財 政 史,租 税 史 の上 で 重 要 な 位 置 を占 め る もの で あ る 。 ま た,「 分税 制」

は 今 まで の財 政 管 理 体 制 に比 べ,中.央 政 府 と地 方 政 府 の 収 入 配 分,事 務 配分 を

よ り明確 に規 定 した こ とで,画 期 的 な改 革 と も言 え よ う。 近代 的 な 地方 分 権 理

論 の観 点 か ら見 る と,「 分 税 制 」 は あ く まで も.一種 の制 度 化 さ れ た 集 権 シ ス テ

ムで は あ.るけ れ ど も,「 分 税 制 」 の実 施 は,中 央 政 府 と地 方 政 府 の 対 等 性 を高

め,近 代 的 な 地方 分 権 へ の基 盤 作 りとい う意 味 で,極 め て 重 要 な 意 義 を持 つ 。

しか し,現 在 中 国で 実 施 され てい る 「分 税 制 」 は 地 方 の 既 得 利 益 の 維持 を前

提 に して い るた め,「 財 政 請 負制 」 の弊 害 を完 全 に取 り除 くこ と はで きな い 。

中央 と地 方 の 間で の税 源 配 分,事 務 配 分 は必 ず しも合 理 的,効 率 的 な もの で は

ない 。特 に事 務 配 分 につ い て は,依 然 と して 合 理 的 か つ 明 確 な 区 分 が な さ れ て

い ない 。 地 方 か ら中央 へ の上 納 と中央 か ら地 方 へ の 支 出 補 助 に よ って 行 わ れ る

12,酒 井重喜 『近代 イギ リス財政 史研究』 ミネルヴ ァ書房,1989年,ま えが きvii。

13)佐 藤裕次 「中国新税制の寸描一 市場経済へ体系整備すすむ一」 『福祉 と税金』C17フ ォーラム,

第9号,1995年.
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中 央 ・地 方 間 の垂 直 的 な財 政 調 整 シ ス テ.ムも元 の ま まで あ る 。 そ の た め,政 府

支 出 に 関 して,中 央 政 府 と地 方 政 府 の 間 で 未 だ に駆 け 引 き,責 任 転 嫁 な どの問

題 が 絶 え な い。 そ して 「分 税 制 」 改 革 の も う一 つ の 限界 と して よ く指 摘 され て

い るの は,「 分 税 制 」 改 革 は 中央 と省 レベ ル の 間 の 収 支,権 限 配 分 を規 定 した

だ けで,省,.市,県,郷 鎮 の 間 の財 政 関 係 につ い て ほ とん ど 触 れ る こ とが な

か った 点 で あ る。 地 方 財 政 の基 盤 で あ る市,県,郷 鎮 の 財政 収 支 状 況 は多 様 性

に とみ,か つ 依 然 と して 混 乱 して い る、,

そ れ で は,中 央 と地 方 政 府 との 間 で どの よ うな役 割 分 担 を行 うのが 理 論 的 に

望 ま しい ので あ ろ うか 。 マ ス グ レ イ ブは,財 政 の機 能 を所 得 再 配 分,資 源 配 分,

経 済 安 定 化 の 三 つ の機 能 に分 類 して い る。 こ の 三 つ の 機 能 の 中で,「 中 央 政 府

は,経 済 の安 定,平 等 な所 得 配 分 の 達 成,そ して社 会 の 全成 員 の福 祉 に大 き く

影 響 す る公 共 財 の供 給 に対 して 第 一 義 的 責任 を持 つ 、,地方 政 府 は これ らの 活 動

を補 完 し,そ の行 政 区 域 の住 民 にの み 第 一義 的 利益 の あ る公 共 財 ・サ ー ビス を

供 給 す る」。故 に,「 資 源 配 分 機 能 は各段 階 の政 府 に よ っ て分 担 され るが,所 得

再 配 分 機 能 と経 済 安 定 化 機 能 は,中 央 の段 階 に 配 分 さ れ る こ と に な る」1弔。 現

時 点 の 中 国 に おい て は,市 場 経 済 へ の 転換 を 図 るた め に行 わ れ た 諸 改 革 の 「副

産 物 」 と して,所.得 格 差,地 域 格 差 の 拡大,国 有 企 業 経 営 の悪 化,失 業 者(p増

加 な ど の問 題 が 深 刻 にな りつ つ あ る中 で,中 央 政府 が 果 たす 役 割 は非 常 に重 要

で あ る。 資 源 配 分 機 能 に関 して も,「 市 場 の 未 発 達 」1㊦を補 足 す るた め に,社 会

保 障 シ ス テ ム な ど 中央 政 府 に よ る地域 社 会 の住 民 全 体 に便 益 を与 え る よ う な公

共 財 の提 供 が,よ り切 実 で あ る よ うに思 わ れ る。 それ 故,中 央 財 政 力 を高 め る

必 要 は あ るが,し か しそ れ は 地 方 政 府 との財 政 収 入 の奪 い合 い に よ る もの で は

な く,経 済 の安 定,社 会 的公 正 の 実 現 を め ざ し なが ら,合 理 的 な 税 目,課 税

14)R.A.Mu5匡rave&P.B.Mus響rave,几 配'`ハ 加7!{初7配 τゐ8り7y``π4Pπ'「'蜘3既1.、McGraw・Hill.

BookCompany.(木 ド和 夫 監 修,大 阪 大 学 財 政 学 研 究 会 訳 『財政 学 」 有 斐 閣,1983年,628-658

ペ ー ジ〉。

15)シ ス テ ム と して の市 場 経 済 が 機能 す るた め の条 件 を欠 い て い る こ と を意 味 す る.加 藤 弘 之 『中

国 の 経 済 発 展 と市 場化 一 改革 ・開放 時 代 の 検.証』 多 占屋 大 学 出 版 会.1997年 。
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ベ ー ス ,税 率 の設 定,徴 税 シス テ ムの 整 備 な どを進 め る こ とに よ っ て,税 収 確

保 に努 め るべ き で あ ろ う。 つ ま り,現 時 点 の 中 国 で は,今 ま で の よ うな 「緩

い」 集 権 の下 で の地 方 分 散 化 を推 進 す る こ とで は な く,近 代 的企 業 制 度,徴 税

制度,信 用 制 度,監 査 制 度 な どの 整 備,国 内市 場 の統..',有 能 な官 僚 の育 成 な

ど,真 の意 味 で の近 代 的 集 権 シス テ ム を作 り上 げ る こ とが 先 決 で あ る。 この嫌

な基 聲 を固 め る こ と に よ って は じめ て 近代 的 な地 方 分 権 が 可 能 に な り,.そ ⑱ 時

こそ 地 方 分 権 の 本 来 の 意義 が顕 現 す る こ と に な るで あ ろ う,,

III現 代中国財政改革の課題=地 方分権が実現 しうる基盤作り

改 革 ・開 放 以 来 の 中 国で は,財 政支 出 需 要 が 増 えつ つ あ る中 で,GDPに 占

め る 国家 財 政収 入 の比 重 は年 々減 少 す る傾 向 に あ り,1978年 の31.2%か らユ993

年 の12.3%ま で 低 下 した ユ㌔ この こ とは,前 に も述 べ た よ う に,多 くの 分 野 に

及 ぶ経 済改 革 が 行 わ れ て い る 中で,改 革初 期 段 階 の代 償 と して財 政 収 入 の 減 少

に繋 が る,や む を え ない 幾 つ か の 理 由 が考 え られ る。

しか し,各 分 野 の 改 革 が 進 ん で い る 中,「 分 税 制 」 が 実 施 され た 後1994年 か

ら1998年 ま で のGDPに 占 め る.財政 収 入 の 比 率 も そ れ ぞ れ1ユ2%,10.4%,

10.1%,U.6%,12.4箔 で あ り,大 きな変 動 が.見られ な い 。 こ こで,財 政収 入

の伸 び悩 み を もた ら した も う一 つ の大 きな原 因 は,中 国 の租 税 シス テ ム に大 き

く関 わ って い る と思 わ れ る。 現 在 中国 の 税収 構成 の 中で は付 加 価 値 税 を 中心 と

す る流 通 課 税 が 柱 に な っ てお り,全 税収 の75%前 後 を 占め てい る。 直 接 税 の 割

合 は低 く,財 政 収 入 の ほ とん どは 間接 税 に依 存 して い る。 間接 税 の 方 は 「大 量

に集 めや す い」 ので,低 所 得 国 にお い て 間接 税 の徴 収 は,税 収 確 保 の 点 で 有 効

で あ る。 しか し,間 接 税 は国民 所得 に対 す る弾 力性 が 低 い た め,経 済 成 長 に よ

16)中 国のGDPに 占勘る国家財政収入は他の諸国に比べかなり低いように.見えるが,し かし.,こ

こで言う財政収入の中で,予 算外資金と国有企業欠損補助(中 国の財政統計.トマイナスの財政収

入として計上されている〉など賜政収入に計上すべき収入が含まれていないので,こ れらの収入

を計Lす ると,f$GDP比 は幾分高 くなる。例えば,1995年 のGDPに 占める財政収入の比率は

10.呂%であったが,予 算外資金などで調整すると16.5%に なる。むしろ中国においては,こ の比

率の低さよりも比率の低下傾向のほうが問題である。
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るGDPの 増 加 率 に比 べ る と間接 税 の増 加 率 は低 く推 移 せ ざ るを 得 な いu1。

一 方
,中 国 のGDPの 中 に 占 め る個.人所 得 の比 率 は1978年 の40%か ら1995年

の69%と 年 々 上 昇 して い るが,財 政 収 入 に 占め る個 人 所得 税 の 比 率 は3%前 後

に過 ぎ ない 。現 段 階 の 中 国で は,経 済 改 革 の結 果,個 人所 得 の割 合 が増 加 して

い るが,依 然 と して個 人所 得 税 は 「少 額 で 集 め に くい 」期 税 と認 識 され て お り,

あ ま り重視 さ れ て い な い。 包 括 的 個 人 所 得 の 捕捉,課 税 ベ ー ス,税 率 の設 定,

徴 収 方 法 な ど,現 段 階で は多 くの 点 で 問 題 が あ る。 しか し,税 収 の所 得 弾 力 性

が 高 く,「 公 平 性 」,「納 税 者 主権 」19)など とい った面 で も優 れ て い る個 人所 得 税

の 本格 的 な徴 収 体 制 の確 立 は,今 後,中 国租 税 改 吊=の重 要 な課 題 とな ろ う。

また;国 有 企 業改 革,民 営 化 な どが盛 ん に行 わ れ て い る 中で,企 業 所 得 税 の

上 昇 も期 待 で き る。 しか し,「 分 税 制」 の 中 で,企 業 所 得 税 は依 然 と して 国 有

企 業 の縦 割 り従 属 関係 に基 づ い て 中 央 と地 方 の 問で 配 分 され て お り,各 政 府 が

未 だ に それ ぞれ に従 属 す る企業 の生 産活 動 に 介 入 して い る。 この 問 題 が これ ま

で の政 府 間財 政 関 係 の 大 きな 障 害 とな って い る こ とは明 らか で あ る。 そ れ に 加

え て最 近 で は,中 央 所 属企 業,事 業 部 門で あ って も,地 方 の第 旺次 産 業 へ の 進

出や 多様 な企 業 形 態 の 新規 企業 を起 こす 例 が 多 く見 られ,企 業 の 縦 割 り従 属 関

係 が 従 来 の よ う に明 瞭 で な くな って きてい るた め,企 業 所 得 税 は国 税 か 共 通 税

に統 一 す る方 向 に向か わ ざ る を得 な いで あ ろ 挑

ユ994年 か ら国 家 税務 局 と地方 税 務 局 が 分 け られ,徴 税 範 囲 も規 定 さ れ た の で

あ るが,必 ず しも 「財 政 責 任 」 に基 づ く合 理 的,規 範 的 な もの とは 言 え な い 。

17)金 子・勝:一市場緯済改革 と地方分権化一 イ ン ドと中国の政府間財政関係 の国際制 度比較」 〔日本

地方財政学 会編 「現代地 方財政 の構造転換』勁草書房,1996年 〕,151ペ ー ジ。

18)現 在,中 国では税収 に占め る個 人所得税の割合が小さ く,そ の徴 収が難 しいので,中 央政府 は

あま り関心 を持 っていない。 また,.般 的に移動する 「人税 」 として個 人所 得税 は国税 に位置づ 、

け られているが,中 国で は戸籍制度 により戸籍の 白山な移動 が制限されているので,現 段 階の 中

国においてば,個 人所得税 ぽ地方税であ る。故 に,中 国での個人所得税 の位 置付 け'は,先 進国で

進め られている個人所得税の地方税への統合に よる地方牙権 の推進 を意味す る ものでは ない。 な

お,中 国の個人所 得税の現状 と問題 点 につい て,詳 しくは拙稿 「中国の偶人所得税 の現 状 と課

題」 『則.政学研究」 第25号,1999*10月 を参照⇔

19)池 上.1享『財政学一 現代財政 システムの総合的解明一』岩波 書店,1990年,.192ペ ージ。
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代 理 徴 収,共 同徴 収 な どが 多 く行 わ れ て い るの が 現 状 で あ る。 脱税 〔統 計 に よ

る と,中 国 で は毎 年 脱 税 に よ る財 政 損 失 は1000億 元 に も上 る とい う),付 加 価

値 税 の.インボ イ ス の偽 造,還 付 金 の 不 当請 求 な ど,違 法 行 為 の 続 発 も徴 税 管 理

の 緩 さ を物 語 って い る。 当 面,中 国 で は111央,地 方 税 務 局 の徴 税 責 任 の 効 率 化

を図 る と同 時 に,先 進 国 の徴 税 シス テ ム を参考 に し,記 帳 制 度,申 告 制 度,還

付 金 手 続 き,イ ンボ イス の作 成 ・管 理 な ど を一層 厳 密 な もの にす る な ど近 代 的

徴 税 シ ス テ ムの 整 備 を図 る必 要が あ る。

地域 格 差 を 調 整 し,「 ナ シ ョナ ル ・ミニ マ ム」 を保 障す る こ と も中 央 政 府 の

当 面 の課 題 で あ り,地 方 分 権 を進 め る うえ で も不 可 欠 で あ る。 中 国 で は これ ま

で に,地 方財 政 調 整 制度 と して,中.央 は地 方 に対 し,特 定 補 助 金,年 度 末 決算

補 助 金 の 支 出 を行 う以 外 に,中 央 と地 方 の 間 で,主 に 「基 数 法 」 と 「既 得 利

益 」 に 基 づ く上 納 金 方式 と補 助 金 方式 に よ る必 ず し も合 理 的 とは言 え ない 「垂

直 的 調 整 」 が 行 わ れ て きた 。 この調 整 方 式 が,か え っ.て富裕 地域 と貧 困地 域 双

方 の イ ンセ ンテ ィ ブを 阻 害 した こ とは 明 らか で あ る。 特 に 「財 政 請負 制」 の実

施 に よ り,す で に述 べ た よ うに 中 央 政 府 の所.得再 配 分 の機 能 が 大 き く低 下 した

と考 え られ る。 「分 税 制 」 も 「存 量 不 変,増 量 調 整」 の 方 針 の も とで 行 わ れ,

元 の地 方財 政調 整 制 度 が 継 承 され て い る うえ,本 来 財'政調 整 の役 割 を果 す べ き

「税収 返 還 」制 度 も,単 な る地 方 の既 得 権益 を 維持 す る た め の もの に な って い

る。 今 後,日 本 に お い て行 わ れ て い る地 方 交 付 税 制 度 の よ うに基 準 財政 収 入 額

と基 準 則'政需 要 額 の 算 出 に基 づ く合 理 性 の あ る地 方 財 政 調 整 制 度 の確 立 と,社

会保 障制 度 の整 備,戸 籍 制 度 の改 革 な どに よ る 「ナ シ ョナ ル ・ミニ マ ム」 の創

出 が 課題 に な るだ ろ う。 特 に貧 困 地域 に対 して,直 接 の 財 政 収 入 補 助 以 外 に,

当面 の税 制面 の優 遇 政 策,産 業 誘 導 政 策 な どを通 じて,地 域 自身 に よ る経 済 発

展,新 しい財 源 の創 出 も,財 政 調 整 の 一環 と して重 要で あ る と考 え られ る。 ま

た,中 央,地 方 の 予算 外 資 金 に 関 して は予 算 内 資 金 へ の統 合 を図 り,徐 々 に廃

止,整 理 して い く こ とが望 まれ る。

最 後 に,近 代 的 集 権 シ ス テム の確 立 と地 方分 権 へ の 基 盤作 りに欠か せ な いの
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は,中 央 と地 方 政 府 の 行 政 能 力 の 向 上 で あ る 。現 在 中 国政 府 は膨 大 な行 政 人 員

を抱 え て お り,行 政 費 支 出 も急 激 に増 えて い る一 方鋤,地 方 政 府,特 に県 レベ

ル以 下 の地 方 政 府 の 行 政 能 力 は 極 め て低 い 。 政府 官 員 ,職 員 の汚 職,腐 敗 問 題

も 目立 ってい る。 中国 に と って,政 治改 革,優 秀 な政 府 行 政 幹 部,公 務 員 の 養

成 こそ が,当 面 解 決 しな け れ ば な らな い 緊急 の課 題 と して 差 し迫 って い る とい

わ ね ば な らな い 。

20)1984年 か ら1994年 までの10年 間で,行 政人員 は642万 人か ら1007万 人に増 え,国 家予算内支出

.に占める行政 費は139.8億 元か ら847.68億 元に膨張 した。李鵬 「対我 国行政 支出之現状分析」 『財

経研究』1997年5月 号。


